
■なんば広場で街頭演説を行う際の手続きについて（7月1日現在 警察確認済）

選挙カーあり 選挙カーなし 選挙カーあり 選挙カーなし 選挙カーあり 選挙カーなし 選挙カー有り 選挙カーなし

道路使用許可 警察 計画調整局が南署に提出

事前に準備委員会と日程調整を行い、他の道

路使用行為と重複がないことを確認後、準備

委員会が「承認書」を発行。承認書と合わせて

道路使用者が南署に提出

道路使用届

【1週間以内の道路占用】

（車両の歩道乗入れ）

建設局

管理課

工営所

提出していない

※下記の「設置物に関する道路使用届」に

て車両進入も確認できることから、「車両乗り

入れに関する道路使用届」は提出していない

車両乗り入れがないため不要 ー ー

道路使用届

【1週間以内の道路占用】

（設置物）

建設局

管理課

工営所

計画調整局が管理課に提出 設置物がないため不要

なんさん北区間の通行許可 警察

深夜1時～翌朝9時の間に通行する貨物車

以外は、原則通行禁止。

やむを得ない事情がある場合に限り、イベント

主催者が南署に通行禁止道路通行許可申

請を行う。

車両進入がないため不要 － － － －

イベント時 利活用エリアでイベントを実施

利活用エリアでは実施できない

（利活用エリアではイベント・日常利用を実施

しているためチラシ配り等は指定エリアで実施す

るよう準備委員会より案内）

日常時 利活用エリアで机椅子を設置
利活用エリアでは実施できない

（同上）

イベント時 利活用エリア以外では実施しない

受け入れない（通行幅員が狭まり、かつ、周辺

の交通量が増加することが予想されるため安全

確保の観点から）※設営撤去日は除く

日常時 利活用エリア以外では設置しない 指定エリアで実施

受け入れない

（歩行者専用道の

ため）

受け入れる

（指定エリアに限

り）

地域催事・行政催事に限り可能 指定エリアの設定なし

【お願い】

・政党等から連絡があった場合は、なんば広場HP問合せページ（https://www.namba-hiroba.jp/news/666/）または右記QRコードをご案内願います。

　係員が確認でき次第、速やかに対応いたしますため、代表電話の案内はご遠慮ください。

広場利活用のパターン

（参考）

イベント利用

（机椅子の設置を含む）

（参考）

チラシ配り等

街頭演説

選挙活動期間中 選挙活動期間外

要警護対象者

（首相・知事など）

クリアゾーン最大20ｍ必要

要警護対象者以外

クリアゾーン不要

要警護対象者

（首相・知事など）

クリアゾーン最大20ｍ必要

要警護対象者以外

クリアゾーン不要

必

要

と

な

る

手

続

き

エ

リ

ア

利活用エリア内 受け入れない

（イベント利用中のため）

受け入れない

（イベント利用中のため）

同上
受け入れる

（歩行者通行に支障がないことが前提）

なんさん通り

利活用エリア以外
受け入れない

（クリアゾーンを確保できないため実質不可）

受け入れない

（イベントと重複するため）

受け入れない

（クリアゾーンを確保できないため実質不可）

受け入れない

（イベントと重複するため）

同上

同上
受け入れない

（指定エリア無し→広場へ誘導）
同上

受け入れない

（指定エリア無し）

受け入れない

（イベント利用中のため）

受け入れる

（車両制限エリアを除く）

受け入れる

（車両制限エリアを除く）

受け入れない

（日常利用をしているため利活用エリア外で

の実施をお願い。道路使用エリアではクリア

ゾーンを確保できないため実質不可）

受け入れない

（日常利用をしているため利活用区域外

での実施をお願い）

受け入れない

（イベント利用中のため）

不要

（大阪府道路交通規則第15条にて除外）

道路使用者が南署に提出

（※チラシ配り等と同様に事前に準備委員会と調整）

イベントが無い場合に限り受入

市岡工営所（06-6576-0761）への連絡を案内

※市岡工営所で道路使用届受付後、市岡工営所受付印の

押印された道路使用届出書（控）を発行が必要

※車両が進入する場合は、広場警備員が広場入口ボラードを開閉錠

・広場は地下街との離隔等から舗装材が薄い箇所があり、車両乗り入れを制限して

いるエリアあり。

・車両制限エリアに車両が乗り入れ、舗装を損傷した場合、演説者に対して原因者

復旧を求めることとなる。

利活用エリア以外

道路使用行為指定エリア

利活用エリア

選挙での設置物は「のぼり」が想定されるが、安全上の観点から「のぼり」を道路

上に設置することは不可（南海より車両制限エリアを案内する際、のぼりの設

置不可についても案内）。そのため、設置物に係る道路使用届はなし。

・選挙カー：届出不要

・公用車：警察車両が

誘導するため除外

・選挙カー：届出不要

車両：実質不可（道路使用行

為が9時～21時のルールのため）

・公用車：警察車両が誘導するた

め除外

実質不可（道路使用

行為が9時～21時の

ルールのため）

同左

同左

なんさん工事完了後


